
 

 

  

 

二次元コードまたは荒川区ホームページから「コンサルタント」で検索 
→ 

お住まいの分譲マンションに専門家を無料で派遣します 

相談業務（具体的な課題等に対する相談対応）  3 回 

区内の分譲マンション管理組合等 

助言業務（専門的な知識及び情報等の提供）   3 回 

１回につき２時間以内 

無料 

対象 

派遣回数 

派遣時間 

利用料 

 
○管理組合の運営（総会、理事会、管理規約など） 
○管理会社との関係 
○マンション内のトラブル対策（騒音、生活マナーなど） 
○修繕積立金、管理費に関する基本的な情報提供、滞納対策 
○マンション防災対策の進め方 
○マンション管理計画認定制度の申請にあたっての相談 

03-3802-3111（内線 2824） 〒116-8502 
荒川区荒川二丁目１１番１号 北庁舎２階 

以下の相談は、本制度の対象外です。 
管理規約、長期修繕計画等の書類作成/見積の作成/修繕工事の設計/建物に関する耐震等の診断・調査/ 
居住者間、近隣住民間の紛争解決・仲裁、権利調整/特定業者の紹介など 

防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

申請の前に、派遣を希望する内容と派遣日を区にご相談ください。 

 注 意  
調整にお時間をいただきますので、お早めにご相談ください。 

個人への派遣はできません。 

コンサルタントの指名はできません。（管理計画認定や法律相談（内容による）など２回目以降も同じ 
コンサルタントを派遣することが望ましいと区が判断した場合を除く） 

事前相談 

 
 

区から決定した派遣の日時、場所を通知させていただきます。 

派遣決定 

 
 

下記の書類を、派遣希望日の７日前までに区に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込 

・申請書（荒川区ホームページからもダウンロードできます） 

・相談内容に関係する資料（管理規約、図面、長期修繕計画書など） 

・区分所有者の代表者名（理事長など）が確認できる書類（総会議事録、 

役員名簿など） 

※別途資料を求めることがございます。 

※提出された資料はコンサルタントへ提供します。ご了承ください。 

荒川区分譲マンションセミナー 

分譲マンションの管理運営について理解を深めること及び管理組合
同士の交流を目的として、分譲マンション管理組合や区分所有者等を
対象に、分譲マンションセミナーを年 2 回開催しています。 
是非、ご参加ください。 

申請の流れ 

分譲マンション関連施策
の情報はこちらから 


